
ソフトウェア使用許諾契約書 
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ご注意 

ソフトウェアインストール前に、以下のソフトウェア使用許諾契約書をお読み下さい。 

ソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約書」といいます）は、本製品の使用者（以下「お客様」といいます） 

と本製品の開発元であるソラン株式会社（以下「甲」といいます）との間に締結される法的な契約書です。甲は、 

お客様が本契約書の内容にすべて同意される場合にかぎり、お客様が本製品を使用することを許諾します。本製 

品のソフトウェアをインストールすると、本契約書に同意したものとみなされますので、契約書をよくお読み下 

さい。お客様が本契約書の内容に同意されない場合、甲は本契約書の対象となるソフトウェアのインストール、 

使用または複製を許可いたしません。 
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第１条 定  義 

  本契約において使用される用語の定義は次の通りです。 

  １．本契約の対象となる「ＭｙＳＨＥＬＴＥＲ」（以下「本製品」といいます）とは、甲が開発したコンピュー 

      タ・ソフトウェア・プログラム及び関連資料をいいます。 

  ２．関連資料とは、お客様に提供される本製品に含まれるマニュアル等の全ての資料と、甲がお客様に提供する 

      すべての資料をいいます。 

 

第２条 使用権許諾 

  １．お客様は、本製品のインストールを開始した時点で本契約に同意したものとします。 

 ２．甲は、お客様に対して本契約条項に従い本システムを日本国内において使用することを条件に、非独占的に 

      使用する譲渡不能な使用権を許諾します。 

   

第３条 使用条件 

  １．お客様は使用対象となるライセンス数分の台数のコンピュータを特定して、本製品をインストール、ロード、 

      実行及び表示を行う事ができます。 

 ２．お客様は、本製品を円滑に使用するため、バックアップの目的に限り、本製品のコンピュータ・ソフトウェ 

      ア・プログラムが記録された媒体を一式複製することができます。 

 ３．お客様は、本契約に基づく使用権について再使用権を設定したり、本システムもしくはその複製物を第三者 

      に譲渡転貸もしくは占有の移転することができません。 

 ４．お客様は、本製品の技術解析（リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、または本 

      製品のソースコ－ドを調べる行為）を、行ってはならないものとします。 

     

第４条 権利の帰属 

  １．本製品の所有権及び知的財産権は甲に帰属します。 

 

第５条 保証範囲 

  １．お客様は、本製品を購入後１ヶ月以内であれば、本製品の内容に瑕疵があった場合、あるいは、本製品が 

      納められている媒体や印刷物に物理的欠陥があった場合、甲は無償で本製品を交換又は修正するものとし 

      ます。 

  ２．本製品は、本製品の定める使用環境で使用しなければなりません。お客様が使用環境の変更を行った場合、 

      本製品が正しく動作しない場合があります。この場合は、お客様に対して保障の対象外となります。 



 

第６条 秘密保持 

  １．お客様と甲は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上、その他の秘密を第三者に漏洩しないもの 

      とします。 

      以下の各号は除く。 

  （１）既に公知の事実であるもの 

 （２）自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの 

 （３）第三者より機密保持義務を負うことなく知得したもの 

 （４）第三者より機密保持義務を負って知得したもののうち、当該機密保持義務を負わなくなったもの 

 （５）甲が本契約とは関係なく独自に取得したもの 

 

第７条 使用権の消滅 

  １．お客様が本契約の条項に違反した場合、又は著作権を侵害したときは、甲は本契約を直ちに解除できるもの 

      とし、お客様は本製品を使用することを停止、または破棄しなければなりません。 

 

第８条 責任の制限 

  １．甲はいかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害（損害発生につき甲が予見し、または 

      予見し得た場合を含む）および第三者から甲に対してなされた損害賠償請求に基づく損害についての責任を 

      負いません。 

  ２．お客様が損害賠償責任を負う場合には、その法律上の構成の如何を問わず、実際に支払った許諾プログラム 

      の代金相当額を以ってその上限とします。 

  

第９条 合意管轄 

  本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一裁判所とします。 

 

第１０条 協議事項 

  本契約に規定無き事項または本契約の履行に際し疑義を生じた場合は、お客様と甲の両当事者は、誠意をもっ 

    て協議し、円満解決を図るものとします。 

 

<開発元> 

住所：〒390-8540 長野県松本市渚 3-10-12 MKC ﾋﾞﾙ 

      ソラン株式会社 信濃事業本部 IT ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 

e-Mail： myshelter@sorun.co.jp 


